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総
論
　
足
利
義
昭
政
権
の
研
究�

久
野
雅
司

は
じ
め
に
―
足
利
義
昭
政
権
の
研
究
状
況
と
本
書
の
視
座
・
構
成

　

本
書
は
、
足
利
義
昭
政
権
に
つ
い
て
の
論
考
を
収
載
し
た
論
文
集
で
あ
る
。
足
利
義
昭
は
、
織
田
信
長
に
「
擁
立
」
さ
れ
て
上
洛
を
遂

げ
た
こ
と
に
よ
っ
て
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
十
月
十
八
日
に
室
町
幕
府
の
第
十
五
代
征
夷
大
将
軍
に
就
任
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の

経
緯
か
ら
義
昭
政
権
は
こ
れ
ま
で
信
長
の
「
傀
儡
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、「
傀
儡
」
の
義
昭
に
は
政
治
の
主
体

性
・
実
権
は
な
い
と
認
識
さ
れ
て
き
た
た
め
研
究
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
室
町
幕
府
最
末
期
の
研
究
は
主
と
し
て
「
傀
儡
」
を

主
導
し
た
織
田
信
長
を
中
心
と
し
て
検
討
さ
れ
、
そ
の
関
連
に
お
い
て
義
昭
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
き
た
。
足
利
義
昭
の
事
績
に
つ
い
て

は
、
奥
野
高
広
氏
が
著
し
た
人
物
叢
書
と
桑
田
忠
親
氏
の
著
作
に
よ
っ
て
そ
の
生
涯
を
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
（
１
）、
三
鬼
清
一
郎
氏

が
編
集
し
て
一
九
九
九
年
三
月
に
著
し
た
『
織
田
・
豊
臣
政
権
研
究
文
献
目
録
』（
名
古
屋
大
学
文
学
部
日
本
史
研
究
室
）
に
拠
れ
ば
、「
足

利
義
昭
」
に
関
す
る
論
文
は
わ
ず
か
に
十
七
本
だ
け
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
至
る
ま
で
義
昭
に
関
す
る
専
論
は
全
く
と
い

っ
て
い
い
ほ
ど
無
い
研
究
状
況
だ
っ
た
。

　

足
利
義
昭
に
関
す
る
学
術
研
究
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
論
文
は
、
渡
辺
世
祐
氏
の
業
績
と
い
え
る
。
渡
辺
氏
は
『
史
学
雑
誌
』
に
掲
載

さ
れ
た
本
書
収
録
の
二
本
の
論
文
を
執
筆
し
、
そ
れ
ま
で
軍
記
物
語
で
し
か
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
義
昭
と
信
長
の
関
係
に
つ
い
て
、
古

文
書
・
古
記
録
の
一
次
史
料
を
駆
使
し
て
実
証
的
に
且
つ
両
者
の
関
係
性
を
客
観
的
に
論
じ
、
近
代
歴
史
学
の
黎
明
期
に
お
い
て
優
れ
た

研
究
論
文
を
著
し
た
。
同
時
期
の
研
究
と
し
て
は
、
徳
富
蘇
峰
氏
が
大
著
『
近
世
日
本
国
民
史
』「
織
田
氏
時
代
」
を
著
し
て
お
り
、
こ

こ
で
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
「
義
昭
の
目
的
は
、
室
町
将
軍
家
の
再
興
」
で
「
信
長
の
目
的
は
、
天
下
統
一
」
で
あ
り
、
信
長
は
「
た
だ

旗
を
洛
中
に
入
る
る
方
便
と
し
て
、
彼
を
奉
じ
た
の
に
す
ぎ
ぬ
」「
一
切
の
自
由
を
剥
奪
し
、
た
だ
将
軍
の
虚
名
と
、
空
位
と
の
み
を
与

え
措
」
き
「
義
昭
の
手
中
よ
り
、
政
権
全
部
を
信
長
に
引
き
渡
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
２
）。

ま
た
、
大
正
期
に
お
い
て
は
田
中
義
成
氏
の
研

究
も
あ
り
、
そ
の
著
作
『
織
田
時
代
史
』
に
お
い
て
「
信
長
賊
を
討
つ
と
称
し
、
義
昭
を
仮
り
て
天
下
に
号
令
せ
ん
と
す
る
に
過
ぎ
ず
」

「
其
実
権
は
信
長
に
帰
し
て
義
昭
は
唯
虚
名
を
擁
し
た
る
に
過
ぎ
」
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
（
３
）。
ま
た
、
義
昭
追
放
後
の
「
天
正
」
へ
の
年

号
改
元
に
則
し
て
信
長
を
「
抑
信
長
が
義
昭
を
逐
い
、
京
都
に
凱
旋
し
、
俄
に
改
元
を
奏
請
せ
る
は
、
此
時
を
以
て
信
長
は
全
く
足
利
氏

に
代
り
し
も
の
な
れ
ば
、
其
真
意
は
革
命
的
意
義
を
以
て
、
年
号
を
改
め
た
る
も
の
と
見
る
を
得
べ
し
、
故
に
足
利
幕
府
と
織
田
時
代
と

の
時
期
を
画
す
る
に
は
、
実
に
此
時
を
以
て
す
べ
き
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
足
利
義
昭
政
権
は
戦
前
よ
り
〝
信
長
の

目
的
は
天
下
統
一
で
、
そ
の
た
め
の
上
洛
の
名
目
と
し
て
義
昭
を
利
用
し
、
義
昭
政
権
は
信
長
の
天
下
へ
の
号
令
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た

実
権
の
な
い
「
傀
儡
」
政
権
〟
と
述
べ
ら
れ
て
き
て
お
り
、
田
中
氏
の
言
説
に
あ
る
よ
う
に
信
長
は
「
革
命
児
」
と
し
て
室
町
幕
府
を
打

倒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
と
す
る
見
解
が
今
日
に
お
け
る
〝
通
説
〟
と
な
っ
て
き
た
と
い
え
る
。

　

室
町
幕
府
の
評
価
と
し
て
は
、
第
八
代
将
軍
だ
っ
た
足
利
義
政
の
後
継
を
め
ぐ
っ
て
幕
府
が
東
軍
・
西
軍
に
分
か
れ
て
抗
争
し
た
応

仁
・
文
明
の
乱
（
一
四
六
七
～
七
七
年
）
に
よ
っ
て
将
軍
の
権
威
が
失
墜
し
、
さ
ら
に
明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
に
起
こ
っ
た
前
管
領
細
川
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政
元
が
将
軍
を
廃
立
し
た
明
応
の
政
変
に
よ
っ
て
幕
政
は
細
川
家
が
主
導
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
ま
で
幕
府
の
支
柱
と
し
て
幕
政
を
運

営
し
て
い
た
斯
波
氏
・
畠
山
氏
の
管
領
家
や
京
極
氏
・
山
名
氏
・
一
色
氏
・
赤
松
氏
の
四
職
家
が
没
落
し
た
た
め
に
幕
府
権
力
が
低
下
し
、

幕
府
は
中
央
政
権
と
し
て
の
政
治
的
能
力
を
失
っ
て
形
骸
化
し
て
い
た
と
理
解
さ
れ
て
き
た
（
４
）。
そ
の
た
め
室
町
幕
府
中
・
後
期
の
研
究
は
、

中
央
政
権
の
権
威
が
失
墜
し
た
こ
と
に
よ
り
代
わ
っ
て
台
頭
し
て
き
た
各
地
の
守
護
や
戦
国
大
名
と
い
っ
た
地
域
権
力
を
主
た
る
対
象
と

し
て
進
展
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

戦
後
、
室
町
幕
府
の
研
究
は
小
川
信
氏
に
よ
る
足
利
一
門
や
細
川
氏
・
守
護
に
関
す
る
研
究
、
福
田
豊
彦
氏
の
将
軍
近
習
や
奉
公
衆
に

関
す
る
研
究
、
桑
山
浩
然
氏
に
よ
る
引
付
史
料
を
基
と
し
た
評
定
の
研
究
、
二
木
謙
一
氏
の
幕
府
の
組
織
や
儀
礼
に
関
す
る
研
究
な
ど
（
５
）、

主
と
し
て
幕
府
の
内
部
構
造
の
側
面
か
ら
考
究
さ
れ
た
。

　

一
九
七
〇
年
代
に
な
る
と
、
今
谷
明
氏
が
戦
国
期
に
お
け
る
幕
府
関
係
文
書
を
網
羅
的
に
蒐
集
し
て
将
軍
を
擁
立
し
た
管
領
細
川
氏
と

そ
の
家
宰
三
好
氏
を
中
心
と
し
た
畿
内
政
治
史
の
研
究
を
行
っ
た
（
６
）。
今
谷
氏
に
よ
る
と
、
戦
国
期
の
室
町
幕
府
は
幕
府
を
独
占
し
た
管
領

の
細
川
京
兆
家
と
密
接
不
可
分
な
関
係
で
、
三
好
氏
や
茨
木
氏
も
「
管
領
代
」
と
し
て
「
管
領
代
奉
書
」
を
発
給
し
て
幕
政
に
参
画
し
て

い
た
と
す
る
「
細
川
・
三
好
政
権
京
兆
専
制
論
」
を
提
唱
し
た
。
ま
た
、
幕
府
自
体
も
官
僚
制
度
と
し
て
奉
行
人
層
が
幕
府
機
能
を
再
生

産
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
細
川
・
三
好
権
力
に
よ
る
管
領
代
奉
書
と
幕
府
の
奉
行
人
衆
か
ら
発
給
さ
れ
る
奉
行
人
奉
書
は
相
ま

っ
て
幕
府
の
支
配
文
書
と
し
て
有
効
な
効
果
を
発
揮
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
た
め
、
戦
国
期
の
幕
府
は
形
骸
化
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
く
、
政
権
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
戦
国
期
に
お
け
る
室
町
幕
府
の
特
質
を
示
す
事
例
と
し
て
、
和
泉

国
堺
を
居
所
と
し
て
将
軍
に
任
官
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
事
実
上
の
将
軍
で
あ
っ
た
足
利
義
維
が
京
都
に
居
な
く
て
も
幕
府
を
主
導

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
「
堺
幕
府
」
論
を
提
示
し
て
い
る
（
７
）。
さ
ら
に
、
最
後
の
「
管
領
代
」
三
好
長
慶
の
も
と
に
細
川
政
権
に
反
発

し
た
国
人
勢
力
が
結
集
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
長
慶
は
権
力
を
掌
握
し
、
足
利
第
十
三
代
将
軍
義
輝
を
京
都
か
ら
追
放
し
て
細
川
氏
か
ら
権

限
を
継
承
・
吸
収
し
た
こ
と
で
京
都
を
支
配
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
今
谷
氏
は
、
長
慶
は
幕
府
と
は
関
わ
り
な
く
独
自
に
直
状
の
「
長
慶

裁
許
状
」
を
発
給
し
て
独
裁
体
制
を
確
立
し
た
こ
と
か
ら
、
三
好
政
権
は
畿
内
で
初
め
て
将
軍
や
幕
府
を
要
し
な
い
権
力
と
評
価
し
た
（
８
）。

　

さ
ら
に
一
九
八
〇
年
代
以
降
は
、
幕
府
自
体
に
つ
い
て
設
楽
薫
氏
や
山
田
康
弘
氏
等
に
よ
っ
て
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
（
９
）。

設
楽
氏
は
足

利
義
教
・
義
尚
・
義
材
・
義
晴
期
の
幕
府
に
つ
い
て
、
幕
府
の
裁
許
記
録
で
あ
る
「
伺
事
記
録
」
な
ど
の
分
析
を
通
し
て
将
軍
側
近
で
あ

る
内
談
衆
・
評
定
衆
の
機
能
や
政
治
的
役
割
、
将
軍
が
主
宰
す
る
「
御
前
沙
汰
」
な
ど
を
検
討
し
、
幕
府
内
部
構
造
の
解
明
や
意
志
決
定

方
法
・
政
務
決
裁
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。
山
田
氏
も
幕
府
の
訴
訟
手
続
き
や
意
志
決
定
に
つ
い
て
考
察
し
、
さ
ら
に
将
軍
と
戦
国
大
名

と
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
も
行
い
、
戦
国
期
に
お
い
て
幕
府
は
政
治
的
に
機
能
し
て
お
り
、
将
軍
権
威
は
戦
国
大
名
に
と
っ
て
も
政
略

上
、
政
治
的
に
必
要
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
設
楽
氏
・
山
田
氏
の
一
連
の
研
究
に
よ
っ
て
、
戦
国
期
の
室
町
幕
府
は

没
落
す
る
こ
と
な
く
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
り
、
将
軍
の
権
威
も
大
名
と
の
関
係
に
お
い
て
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
、
今
谷
氏
に
よ
る
畿
内
政
治
史
・
守
護
の
研
究
は
、
細
川
氏
に
つ
い
て
論
じ
た
森
田
恭
二
氏
・
古
野
貢
氏
・

浜
口
誠
至
氏
や
、
小
谷
利
明
氏
に
よ
る
「
畿
内
戦
国
期
守
護
論
」、
天
野
忠
幸
氏
の
「
三
好
政
権
論
」
に
よ
っ
て
よ
り
詳
論
さ
れ
深
化
さ

れ
る
に
至
っ
た（（（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
か
ら
、
室
町
幕
府
中
・
後
期
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
二
〇
〇
〇
年
代
に
至
っ
て
よ
う
や
く
、
足
利
義
昭
政
権

に
つ
い
て
従
来
の
通
説
的
な
見
解
に
対
し
て
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
批
判
的
に
検
証
す
る
研
究
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

義
昭
政
権
が
客
観
的
に
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
書
は
そ
の
足
利
義
昭
を
中
心
と
し
た
義
昭
政
権
に
つ
い
て
の
研
究
成
果
を
採
録

し
た
論
文
集
で
あ
る
。
全
体
の
構
成
は
義
昭
の
事
績
に
即
し
て
、「
第
１
部　

足
利
義
昭
上
洛
前
の
政
情
」、「
第
２
部　

室
町
幕
府
の
再
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興
と
織
田
政
権
と
の
関
係
」、「
第
３
部　

足
利
義
昭
政
権
の
構
造
」
の
三
部
構
成
と
し
て
十
一
本
の
論
文
と
三
本
の
論
考
を
採
録
し
た
。

な
お
、
附
録
と
し
て
巻
末
に
①
足
利
義
昭
文
書
目
録
、
②
足
利
義
昭
政
権
奉
行
人
奉
書
文
書
目
録
、
③
足
利
義
昭
政
権
幕
臣
一
覧
表
を
附

し
た
。
①
②
は
主
と
し
て
『
大
日
本
史
料
』
と
『
大
日
本
古
文
書
』
を
基
に
作
成
し
た
。
②
③
は
、
元
は
本
書
第
３
部
収
録
の
拙
稿
［
二

〇
〇
九
］
に
収
採
さ
れ
て
い
た
表
で
あ
る
。
本
書
収
録
に
あ
た
っ
て
、
利
用
上
の
便
宜
を
図
っ
て
附
録
と
し
て
本
書
末
に
移
動
し
た
。

　

収
録
論
文
は
、
初
出
の
年
代
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
お
解
り
の
よ
う
に
、
多
く
が
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
研
究
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら

学
術
論
文
の
公
表
を
う
け
て
二
〇
一
四
年
に
谷
口
克
広
氏
が
『
信
長
と
将
軍
義
昭
』
を
著
し
、
木
下
昌
規
氏
が
『
信
長
研
究
の
最
前
線
』

で
「
信
長
は
、
将
軍
足
利
義
昭
を
操
っ
て
い
た
の
か
」
を
執
筆
さ
れ
、
信
長
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
総
括
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
、
神
田
千

里
氏
・
金
子
拓
氏
は
「
天
下
」
を
鍵
と
し
て
信
長
と
の
関
係
に
つ
い
て
新
し
い
テ
ー
ゼ
を
提
示
さ
れ
た（（（
（

。
こ
の
よ
う
に
主
と
し
て
義
昭
政

権
は
、
近
代
歴
史
学
以
降
、
二
十
一
世
紀
に
至
っ
て
よ
う
や
く
客
観
的
に
評
価
さ
れ
研
究
の
対
象
と
な
っ
た
と
い
え
、
そ
の
途
に
つ
い
た

と
い
え
る
。
以
下
、
収
録
論
文
の
研
究
成
果
に
拠
り
本
書
の
構
成
に
即
し
な
が
ら
足
利
義
昭
政
権
に
つ
い
て
概
述
す
る
。

第
一
章　

永
禄
の
政
変
と
一
条
院
覚
慶
（
足
利
義
昭
）
の
南
都
脱
出

　

足
利
義
昭
は
、
天
文
六
年
（
一
五
三
七
）
十
一
月
十
三
日
に
室
町
幕
府
第
十
二
代
将
軍
足
利
義
晴
の
次
男
と
し
て
京
都
で
出
生
し
た
。

母
は
関
白
近
衛
尚
通
の
娘
（
慶
寿
院
）
で
あ
り
、
同
母
の
長
兄
に
の
ち
に
足
利
家
の
家
督
と
将
軍
職
を
嗣
ぎ
第
十
三
代
将
軍
と
な
っ
た
義

輝
が
い
る
（
本
文
末
の
系
図
参
照
）。
幼
名
は
現
在
の
と
こ
ろ
一
次
史
料
で
は
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
江
戸
時
代
に
記
さ
れ
た
『
江
源
武

鑑
』
に
は
「
千
歳
丸
」
と
あ
る（（（
（

。
足
利
将
軍
家
で
は
継
嗣
以
外
の
男
子
は
仏
門
に
入
る
の
が
慣
例
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
天
文
十
一
年
十
一

月
二
十
日
に
祖
父
尚
通
の
子
で
血
縁
的
に
は
義
昭
の
叔
父
に
あ
た
る
、
時
の
関
白
近
衛
稙
家
の
猶
子
と
な
り
、
南
都
興
福
寺
の
一
乗
院
門

跡
に
入
っ
て
「
覚
慶
」
と
名
乗
っ
た
。
永
禄
五
年
（
一
五
六
一
）
に
は
、
藤
原
近
衛
家
の
人
と
し
て
門
跡
を
嗣
い
だ
。
将
軍
家
と
摂
関
家

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
本
書
第
１
部
収
録
の
水
野
智
之
論
文
に
詳
論
さ
れ
て
お
り
、
永
禄
八
年
末
に
誓
願
寺
と
円
福
寺
と
で
争
わ
れ
た
誓

願
寺
泰
翁
の
参
内
に
つ
い
て
の
争
論
に
お
い
て
覚
慶
を
執
奏
に
擁
す
る
動
き
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
こ
の
頃
は
ま
だ
政
治
的
な

活
動
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

永
禄
八
年
五
月
十
九
日
に
兄
の
将
軍
足
利
義
輝
が
京
都
の
将
軍
御
所
二
条
邸
に
お
い
て
三
好
政
康
・
同
長
逸
・
石
成
友
通
の
三
好
三
人

衆
と
三
好
家
家
臣
の
松
永
久
秀
ら
に
襲
撃
さ
れ
て
自
害
に
追
い
込
ま
れ
、
さ
ら
に
母
の
慶
寿
院
と
、
弟
で
仏
門
に
入
り
鹿
苑
寺
の
院
主
と

な
っ
て
い
た
周
暠
が
弑
逆
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
永
禄
の
政
変
」
が
お
こ
っ
た
。
覚
慶
は
将
軍
の
次
弟
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
乗
院
内

に
お
い
て
幽
閉
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
元
々
義
輝
の
近
臣
だ
っ
た
細
川
藤
孝
と
一
色
藤
長
ら
は
、
三
好
・
松
永
勢
力
か
ら
の
政
権
奪
還

と
将
軍
親
政
に
よ
る
幕
府
の
再
興
を
図
り
、
そ
れ
か
ら
約
二
ヶ
月
後
の
七
月
二
十
八
日
に
覚
慶
を
大
和
か
ら
脱
出
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
、

近
江
国
甲
賀
郡
の
土
豪
和
田
惟
政
を
頼
っ
て
逃
亡
し
た
。
覚
慶
は
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
以
後
政
治
の
表
舞
台
に
立
つ
こ
と
と
な
っ
た
。

二
十
八
歳
の
時
で
あ
る
。

　

こ
の
時
の
覚
慶
逃
亡
の
計
画
者
に
は
藤
孝
や
藤
長
と
い
っ
た
幕
臣
だ
け
で
は
な
く
、「
堺
公
方
」
を
擁
す
る
三
好
三
人
衆
に
対
抗
し
て

第
十
一
代
将
軍
の
義
澄
の
系
統
（
義
晴
―
義
輝
）
に
将
軍
職
を
嗣
が
せ
よ
う
と
す
る
覚
慶
の
伯
父
に
あ
た
る
大
覚
寺
義
俊
や
、
そ
れ
に
協

力
す
る
越
前
国
守
護
の
朝
倉
義
景
等
の
働
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
第
１
部
収
録
の
渡
辺
世
祐
論
文
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
こ
の
脱
出
計
画
に
は
和
田
惟
政
が
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
、
第
１
部
収
録
の
久
保
尚
文
氏
が
紹
介
さ
れ
た
、
現
在
京

都
市
歴
史
資
料
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
惟
政
の
子
孫
に
伝
来
さ
れ
た
「
和
田
家
文
書
」
に
関
す
る
論
文
に
よ
っ
て
、
詳
し
く
知
る
こ
と
が
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